
��������������

�愛媛県告示第１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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告 示

林 歯 科 医 院 藤 枝 晃 今治市旭町三丁目１－１ 平成１８年
１０月２７日

丹 歯 科 医 院 高 橋 千 昭 今治市黄金町三丁目４－
１

平成１８年
１０月２８日

こまち調剤薬局 有限会社
エクスプレス

今治市南日吉町二丁目３
番地３６号

平成１８年
１２月１日

キッズクリニッ
クパパ 福 崎 良 西条市周布４８６－３ 平成１８年

１２月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

南 予 接 骨 院 和 氣 保 典 大洲市徳森２２６４－６ 平成１８年
１２月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

林 歯 科 医 院 林 政 則 今治市旭町三丁目１－１ 平成１８年
１０月２７日

丹 歯 科 医 院 丹 昭 三 今治市黄金町三丁目４－
１

平成１８年
１０月２８日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

かとう耳鼻咽喉
科 加 藤 崇 今治市常盤町七丁目１－

１０
平成１８年
１２月２０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

大久保 忠 教 喜多郡内子町小田８２番地 小田歯科診療所 喜多郡内子町小田８２番地 平成１８年１０月１日

株式会社クリーンテック 西条市ひうち１８番地９ 株式会社クリーンテック訪問
介護サービス 四国中央市中之庄町６２１番地１ 平成１８年１１月２日

毎週（火・金）曜日発行 第１８２５号 平成１９年１月９日

平成１９年１月９日火曜日 第１８２５号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに新

居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

マルナカ新居浜店

新居浜市上泉町甲１９９６－１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山 芳彦

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

�愛媛県告示第５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

山 口 康 男 四国中央市三島宮川四丁目１
－１４ 山口クリニック 四国中央市川之江町１６４０－１ 平成１８年１０月２５日

財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地 財団法人正光会デイサービス
センター輝 今治市高市甲４７４番地２ 平成１８年１２月１日

合同会社土橋 新居浜市土橋一丁目３番３０号 ひろ 新居浜市土橋一丁目３番３０号 平成１８年１２月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

大久保 忠 教 喜多郡内子町小田８２番地 小田歯科診療所 喜多郡内子町小田８２番地 平成１８年１０月１日

株式会社クリーンテック 西条市ひうち１８番地９ 株式会社クリーンテック訪問
介護サービス 四国中央市中之庄町６２１番地１ 平成１８年１１月２日

山 口 康 男 四国中央市三島宮川四丁目１
－１４ 山口クリニック 四国中央市川之江町１６４０－１ 平成１８年１０月２５日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ベルワイド 八幡浜市字新町２７２番１ おるｄｅ新町居宅介護支援事
業所 八幡浜市字新町２７２番１ 平成１８年１１月１日

医療法人恕風会 大洲市徳森１５１２番地１ 指定居宅介護支援事業所長浜
ひまわり 大洲市柴甲１４２２番地３ 平成１８年１１月１４日

医療法人慶尚会 四国中央市土居町蕪崎２５３番地
の１ 居宅介護支援事業所けいこう 四国中央市土居町蕪崎２５３番地

の１ 平成１８年１１月６日

合同会社土橋 新居浜市土橋一丁目３番３０号 ひろ 新居浜市土橋一丁目３番３０号 平成１８年１２月１日

愛 媛 県 報平成１９年１月９日 第１８２５号
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香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山 芳彦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１９年８月１２日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

８，０００平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５００台

イ 駐輪場の収容台数

２５６台

ウ 荷さばき施設の面積

２２５．３平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１２０．０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１２時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４０分から午前０時２０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１８年１２月１１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部

商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧

に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、南予用水土地改良区連合から次のと

おり役員が退任した旨の届出があった。

�愛媛県告示第８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産

業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ヒマラヤ松山店 松山市衣山１丁目１６
０番外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻 午後８時 午後９時３０分 平成１９年

１月１２日
平成１８年
１２月１８日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時３０分から午
後８時３０分

午前９時３０分から午
後１０時

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成１９年１月９日 第１８２５号
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平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

松山市居相土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を平成１８年１２月２１日認可した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、西予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・明石地区）の施行に平成１８年１２月２２日

同意した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・土居中地区）の施行に平成１８年１２月

２２日同意した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、松前町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・東古泉地区）の施行に平成１８年１２月２２

日同意した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、松前町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・夫婦泉（徳丸）地区）の施行に平成１８

年１２月２２日同意した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、松前町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・徳丸地区）の施行に平成１８年１２月２２日

同意した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中洲地区）の施

行を平成１８年１２月２２日認可した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

丹原町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（県単

独補助土地改良事業（かんがい排水）・長野地区）の施行を平成１８

年１２月２２日認可した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

八幡浜市郷８番耕地２１０の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため

�愛媛県告示第１９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 井 又一郎 宇和島市三浦西２３７２番地

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１３）第１６５６号 平成１３年
１２月１日 峯建設工業� 峯 和夫 大洲市田口甲３４－２ 平成１８年

１１月１日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成１９年１月９日 第１８２５号
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�愛媛県告示第２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（般－１４）第２０７２号 平成１４年
１１月２８日 四国電業� 寺町 久徳 今治市別宮町２－２－１ 平成１８年

１１月２日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１６）第２９２１号 平成１７年
３月７日 明成建設� 中川 健 新居浜市土橋１－１－２６ 平成１８年

１１月６日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－１６）第１４３５３号 平成１６年
１０月１２日

�コーシンコンストラク
ション 福枡 浩司 伊予郡松前町大字浜７７５－

１
平成１８年
１１月６日

土木工事業
大工工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１３）第４９３号 平成１４年
１月８日 西原建設� 西原 真男 四国中央市寒川町３３８０ 平成１８年

１１月９日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第１０６７５号 平成１４年
１０月２９日 阿部工務店 阿部 正 西宇和郡伊方町串２０８６ 平成１８年

１１月１４日
建築工事業
大工工事業

建設業の廃止
（事業継承）

（般－１４）第１１７９０号 平成１４年
１２月９日 竹田海事工業 竹田 良雄 西条市三津屋東２７－１０ 平成１８年

１１月１４日
土木工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（事業継承）

（特－１３）第１４６５号 平成１３年
１２月１日 橋本建設� 橋本 秋義 伊予市上三谷６－２ 平成１８年

１１月１６日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１１８８８号 平成１７年
４月１７日 東洋コンクリート工業� 石川 裕也 四国中央市上分町７９０－８ 平成１８年

１１月１６日
土木工事業
とび・土工工事業
造園工事業

建設業の廃止

（般－１４）第１３７６７号 平成１４年
７月８日 渡辺プラスチック造船� 渡邊 英憲 宇和島市津島町岩松７３３ 平成１８年

１１月１６日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１３）第１４９０８号 平成１４年
１月３０日 田坂産業 田坂 建二 新居浜市光明寺１甲３６９－

２
平成１８年
１１月１６日

土木工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１７）第１５７２９号 平成１７年
４月１９日 南田園芸 南田都志美 松山市鴨川１－２－２４ 平成１８年

１１月２０日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１８６４号 平成１４年
１０月３０日 池田電機� 越智 照 松山市古川北１－１８－２５ 平成１８年

１１月２２日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１５）第１４２１２号 平成１６年
３月２日 箱�開発� 榎本佐喜雄 松山市溝辺町８２０－１ 平成１８年

１１月２４日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１３）第８０８１号 平成１４年
１月１４日 沖建設 沖 敏 喜多郡内子町城廻７ 平成１８年

１１月３０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１０３６６号 平成１３年
１１月３０日 村上電業� 村上 道正 伊予市下三谷２４７７－１ 平成１８年

１１月３０日 電気工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川新居浜野田線
西条市古川字西局乙１１０番４から

同字乙１６９番２まで

旧 １１．０～１６．０ ０．２０３

新 １３．０～１６．０ ０．２０３

〃 〃
西条市古川字西局乙１８１番１３から

同字乙１８１番１５まで

旧 ２０．４～３１．８ ０．０７５

新 ２９．６～３２．６ ０．０７５
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公 告

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第９号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により不在者投票のできる施設として指

定したもののうち、町立吉田総合病院及び町立津島病院について、

次のとおり名称の変更があった。

平成１９年１月９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�愛媛県告示第２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９４号
西条市荒川下分２号２１０番１地先から

同市荒川下分２号２３４番１地先まで

旧 ９．３～３４．０
１３．５～５０．０

０．４０５
０．３２０

新 １３．５～５０．０ ０．３２０

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第４５号

平成１８年１２月１５日
伊予郡松前町大字中川原字新開１６７番１

松山市南久米町３６５

藤 田 常 和

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第４６号

平成１８年１２月２２日
伊予郡松前町大字筒井字北内開３０５番

香川県高松市林町２２１７番地１０

株式会社穴吹ミサワホーム

代表取締役 嶋 津 哲

１８松局建（開）第４７号

平成１８年１２月２５日
伊予郡松前町大字西古泉字小鯛１３６番５

伊予郡松前町大字昌農内２２９番地６

� 田 榮

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年１２月１８日 特定非営利活動法人
三瓶まんぼう会 � 波 章 西予市三瓶町朝立１番耕地５４８番地

２みかめ本館内
海のアイドル「マンボウ」とのふれあいを通す
ことにより、子どもから大人まですべての人が
癒され、豊かな人間性を創造し、観光客や西予
市内外の人に足を運んで頂き、イベントやマリ
ンレジャーを楽しむことにより、西予市の活性
化を図り、まちづくりに寄与することを目的と
する。

施設の
種 類 施設の名称 所 在 地

病院

新 宇和島市立吉田病院
宇和島市吉田町北小路甲２１７番
地

旧 町立吉田総合病院

愛 媛 県 報平成１９年１月９日 第１８２５号
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病院
新 宇和島市立津島病院

宇和島市津島町高田丙１５番地
旧 町立津島病院

平成１９年１月９日 発行
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